
島嶼コミュニティ学会附属 一般社団法人島嶼コミュニティ研究所 

2022 年度研究員募集要項 

 

当研究所では、以下の要領で、2022 年度研究員を募集します。 

 

記 

 

 

１） 学位：保有する学位は問いませんが、アカデミズムの世界に属する方を対象とします。 

(ア) 大学院修士課程（国内外を問わず同等の課程を含む）を修了された方。 

(イ) 博士の学位（国外の学位を含む）を取得された方。 

(ウ) 現在大学院に在籍しているが、学術雑誌で査読付き論文を複数本、公刊されている

方。 

(エ) 現在大学院等に在籍はしていないが、学術雑誌に査読付き論文を複数本公刊され

ている方。 

☆ご自分がこの項目を満たすか否か不明な場合には、個別にご相談に応じますの

で、下記の連絡先まで、メールにてご連絡をお願いします。 

 

２） 年齢：年齢制限はありませんが、島嶼コミュニティ学会の会員の方で、若手研究者の方

を優先します。 

(ア)  若手とは、実際の年齢に関わらず、常勤のアカデミックポストに就いていない方

を意味します。 

① 常勤のアカデミックポストとは 

1. 常勤とは、任期制の職階/職ではなく、終身在職権（テニュア）を有する

場合をさします。 

2. アカデミックポストとは、大学、短大、高等専門学校、各省庁所管学校、

公的研究・教育機関等において、教授、准教授、講師、助教、助手、研究員等

の研究・教育をその職務の主たる目的とする職を有する場合を指します 

 

３） 国籍：国籍は問いません。 

(ア)  但し、日本語もしくは英語等の言語により、私達研究所員と意思疎通が出来る方

に限ります。 

 

４） 会費等：会費 並びに、金銭的支援 

(ア)  研究員という肩書ですが、研究費も給与も支給できません。 

(イ)  雇用関係は生じませんので、当研究所が雇用主として、雇用保険・社会保険等に



加入する事はできません。 

(ウ)  毎年度、年度会費として 1000 円を納めていただきます。 

 

５） 研究支援 

(ア)  多用な学術的人的バックグラウンドを持つ、本研究所員ならびに島嶼コミュニ

ティ学会のメンバーが、精神面も含め研究活動を様々な形で支援します。 

 

６） 義務と権利 

(ア)  本研究所の定款や諸規定および島嶼コミュニティ学会の倫理規定を遵守するこ

と。 

① 研究活動を誠実に行い、論文の剽窃、データの捏造などを行わない。 

② その他、研究者として必要と考えられているモラルを守る。 

（イ） 本研究所が主催する研究プロジェクトに参加していただく場合があります。 

（ウ） 「島嶼コミュニティ学会附属 一般社団法人島嶼コミュニティ研究所研究員」

の肩書を使用していただくことができます。 

 

７） 責務  

(ア)  毎年度始めに、その年度の研究計画について、所定の様式により申告していただ

きます。その研究計画に則り、研究活動を行ってください。 

(イ)  当該年度の研究活動の報告、または、その成果となる論文を、次年度、本研究所

の刊行物に投稿していただきます。 

(ウ)  公刊される論文、学会発表などにおいては、本研究所研究員である旨明記してく

ださい。 

(エ)  本研究所の刊行物以外に発表された論文あるいは学会発表に関しては、その上

記の論文の抜き刷り（またはその複写物）またはその電子データ、学会発表にあっ

てはその発表要旨（またはそれに類するもの）、学会発表スケジュール等の参加・

発表が明らかになるものの原本あるいは複写物またはその電子データを、当研究

所まで送付ください。※7 

 

８） 発表の場の提供 

(ア)  年報として、電子ベースでの『研究所報』（仮称）の出版を計画しています。こ

の『研究所報』（仮称）に、各年度、最低一本の論文もしくはそれに準じたものを

投稿してください。 

(イ)  ディスカッションペーパー等（未定）の刊行を可能とします。電子ベースもしく

は物理ベースでの刊行です。費用等については別途定めますが、現時点では研究所

からの費用の支給はありません。 



 

９）任期 

（ア） 着任は、2022 年 12 月 1 日を予定しています。 

（イ） 着任後は、常勤のアカデミックポストを得られるまで、もしくは、ご自身から

退任の申し出がなされるまで、毎年度末までに継続の意思を表明していただき、

本研究所運営委員会の確認を経て、活動を継続いただけます。 

（ウ） 但し、本研究所の定款や諸規定、島嶼コミュニティ学会の倫理規定に反する行 

為が確認された場合には、本研究所で確認のうえ、罷免いたします。 

（エ）  任期途中であっても、島嶼コミュニティ学会を退会された場合には、自主退任 

されたとみなします。 

（オ） 任期の継続の申し出が無い場合にも、自主退任として取り扱います。 

 

１０）応募 

  （ア） 添付の応募用紙に必要事項をご記入の上、PDF 形式で保存し、期限までに以下

のメールアドレスまで添付ファイルでお送りください。期限を厳守ください。期限

を超えた場合は受理いたしません。 

なお、応募書類は、選考後、直ちに復元不可能な状態にして廃棄いたします。 

 

（イ） 応募期間：2022 年 10 月 17 日～11 月 17 日午後 11 時 59 分 59 秒（日本時間） 

（ロ） 応募用紙送付先： island.and.community@gmail.com 

 

１１）選考 

  （ア） 応募期間終了後、すみやかに本研究所運営委員会を開催し、選考の上、結果を

お伝えいたします。 


